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市宇の棚田ライトアップ



優秀賞　２年　清田　創介「ふみだそう　いじめをなくす　その一歩」
入　選　２年　平尾　未来「広げよう　あなたの勇気で　笑顔の輪」
入　選　１年　野田亜寿佳「その笑顔　うばっていくのは　いじめや差別」

優秀賞　２年　平尾　未来　　　入　選　３年　中野　来春
入　選　２年　中田　美咲　　　入　選　２年　古田　美紗

ポスターの部

標語の部

上勝中学生 小松島警察署主催







　

上
勝
町
地
域
お
こ
し
協
力
隊

宮
﨑
こ
こ
り

☎
〇
八
〇

－

一
七
六
二

－

八
二
三
六

メ
ー
ル cokoshi@

gm
ail.com

 

﨑



①ごみステーションでポイントカードを作る

②家で雑紙などの対象物を集め、ごみステーションに雑紙を持込み、
　ポイントをもらう

③ポイントが貯まれば、ひだまりで商品と交換する

④月に１回町広報で発表されるカード番号を確認する

❶雑紙類 ❷紙パック・カップ類

５個以上

・紙箱・ティッシュの箱・封筒・はがき・広報物などの冊子
・カレンダー・トイレットペーパーの芯・包装紙等

雑紙１袋以上（重さ関係なし）

牛乳パック・アルミ付き紙
パック・紙カップなど

❶❷どちらか１回に付き１ポイント



尊
厳
を
守
る
た
め
に

　
「
尊
厳
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
、「
尊
く
、

厳
か
で
、
冒
し
が
た
い
こ
と
」。
言
い
換
え
れ

ば
、「
他
者
が
冒
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
」、

類
義
語
と
し
て
「
自
尊
心
」「
誇
り
」
な
ど
が

あ
げ
ら
れ
ま
す
。

　
「
尊
厳
を
守
る
」
と
は
、「
そ
の
人
の
自
尊

心
を
傷
つ
け
な
い
」「
そ
の
人
の
思
い
に
沿

う
」「
自
己
決
定
を
尊
重
す
る
」
と
い
う
こ
と

で
す
。
逆
に
「
尊
厳
を
損
ね
る
」
と
は
、「
そ

の
人
の
自
尊
心
を
傷
つ
け
る
」「
そ
の
人
の
思

い
に
反
す
る
こ
と
を
お
こ
な
う
」
と
い
う
こ

と
で
す
。

　
「
尊
厳
死
」
と
は
、「
人
間
と
し
て
の
尊
厳

を
保
っ
て
死
に
至
る
こ
と
」、
日
本
で
は
「
本

人
が
望
ま
な
い
延
命
治
療
を
お
こ
な
わ
ず
、

自
然
な
死
を
迎
え
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
で

す
。
意
思
疎
通
で
き
な
く
な
り
回
復
不
能
な

状
態
に
な
っ
た
と
き
に
延
命
治
療
を
望
ま
な

い
な
ら
、
そ
の
思
い
を
家
族
に
伝
え
、
で
き

れ
ば
書
面
に
記
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

自
ら
の
尊
厳
を
守
る
た
め
に
は
、
自
分
の

こ
と
は
自
分
で
決
め
る
「
自
己
決
定
・
自
己

責
任
」
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。
皆
さ
ん
が
尊

厳
を
も
っ
て
人
生
を
全
う
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ

て
い
ま
す
。



「踏みだし運動」
①両手を腰にあて、まっすぐ立つ。
②息を吸いながら、足を踏み出して、ゆっくり 3～ 5 秒か
けて沈み込む。その後、息を吐きながら、ゆっくりと①
の姿勢に戻る。　
目安：5～ 10 回×3 セット（左右）

①  ②

★ポイント★
①背筋はのばす。
②踏み出した時、ひざとつま先は同じ方向を向くように
意識。ひざはつま先より前にださない。できる人は、
太ももと床が平行になるよう踏み出す（浅くてもＯＫ！）。

咳
エ
チ
ケ
ッ
ト
を
心
が
け
よ
う

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
つ
い
て

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の

　

感
染
経
路
と
予
防
方
法

特
定
健
診
は
お
済
み
で
す
か
？



インフルエンザ予防接種について 





「平成27年度臨時福祉給付金」の申請について



ライブ開催!
クリスマス



1人に１つ。マイナンバー制度、はじまりました

　＊消費者ホットライン　188
＊総務課　46-0111 ＩＰ 050-3438-8071

（http://www.ppc.go.jp/application/complaints/）　03-6441-3452

マイナンバー制度全般に関するお問い合わせは　0570-20-0178

通知カード・個人番号カードのお問い合わせは
（https://www.kojinbango-card.go.jp/cgi-bin/tsuchicard/jokyo.cgi）

0570-783-578　　　
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税 務 課

２．三輪及び四輪の軽自動車については、平成27年４月1日以降に最初の新規登録を受けるも

のから税率が引き上げとなります。軽自動車税においてもグリーン化をすすめる観点から、

最初の新規登録から13年を経過した軽自動車は、表２の「車検証の初度検査年月から13年を

経過した車両」の税率が適用されます。平成28年度は、自動車検査証の初度検査年月が平成

14年以前の車両となります。

表２　四輪以上及び三輪の軽自動車

軽自動車
四
輪
以
上貨物用

乗　用
営業用

自家用

営業用

自家用

3 , 9 0 0円

6 , 9 0 0円

1 0 , 8 0 0円

3 , 8 0 0円

5 , 0 0 0円

4 , 6 0 0円

8 , 2 0 0円

1 2 , 9 0 0円

4 , 5 0 0円

6 , 0 0 0円

3 , 1 0 0円

5 , 5 0 0円

7 , 2 0 0円

3 , 0 0 0円

4 , 0 0 0円

三　　　輪

車　種　区　分
税　　率　（　年　　額　）

平成27年4月1日以降に
新規登録した車両

車検証の初度検査年月
から13年を経過した車両

平成27年3月31日以前に
新規登録した車両

３．平成27年度中に最初の新規登録を受けた三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃

費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、平成28年度に限り税率を軽減する特例措置

「軽自動車税のグリーン化特例」が適用されます。

表３　対象自動車と軽減率

四輪車等

乗　用

貨　物

表４　軽減率と税率

軽自動車
四
輪
以
上

乗　用

貨物用

営業用

自家用

営業用

自家用

3 , 9 0 0円

6 , 9 0 0円

1 0 , 8 0 0円

3 , 8 0 0円

5 , 0 0 0円

1 , 0 0 0円

1 , 8 0 0円

2 , 7 0 0円

1 , 0 0 0円

1 , 3 0 0円

2 , 0 0 0円

3 , 5 0 0円

5 , 4 0 0円

1 , 9 0 0円

2 , 5 0 0円

3 , 0 0 0円

5 , 2 0 0円

8 , 1 0 0円

2 , 9 0 0円

3 , 8 0 0円

三　　　輪

車　種　区　分
税　　率　（　年　　額　）

基 準 税 率
税率を概ね
75%軽減

税率を概ね
50%軽減

税率を概ね
25%軽減

対　　　　象　　　　車 内　　容

税率を概ね75%軽減

税率を概ね50%軽減

税率を概ね25%軽減

税率を概ね75%軽減

税率を概ね50%軽減

税率を概ね25%軽減

電気自動車、天然ガス軽自動車
（平成21年排出ガス10%低減)

平成17年排出ガス基準75%低減達成車（★★★★)
かつ平成32年度燃費基準+20%達成車

平成17年排出ガス基準75%低減達成車（★★★★)
かつ平成32年度燃費基準達成車

電気自動車、天然ガス軽自動車
（平成21年排出ガス10%低減)

平成17年排出ガス基準75%低減達成車（★★★★)
かつ平成27年度燃費基準+35%達成車

平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)
かつ平成27年度燃費基準+15%達成車

１．平成28年度から原動機付自転車、軽二輪、二輪の小型自動車及び小型特殊自動車の税率が

引き上げとなります。

軽自動車税の税率改正のお知らせ

表１　原動機付自転車及び二輪車など

2 , 0 0 0円

2 , 0 0 0円

2 , 4 0 0円

3 , 7 0 0円

3 , 6 0 0円

6 , 0 0 0円

2 , 0 0 0円

5 , 9 0 0円

1 , 0 0 0円

1 , 2 0 0円

1 , 6 0 0円

2 , 5 0 0円

2 , 4 0 0円

4 , 0 0 0円

1 , 6 0 0円

4 , 7 0 0円

車　種　区　分
税　　率　（　年　　額　）

平成27年度まで 平成28年度以降

原 動 機 付
自　転　車

軽　二　輪

二輪の小型自動車

小 型 特 殊

50㏄以下

50㏄超90㏄以下

90㏄超125㏄以下

ミ ニ カ ー

125㏄超250㏄以下

250㏄超

農 耕 作 業 用

その他のもの

十
一
月
�
十
二
月
は

県
税
・
市
町
村
民
税 

﹁
県
下
一
斉
徴
収
強
化
月
間
﹂

　

町
税
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま

せ
ん
か
�
十
一
月
�
十
二
月
の

二
�
月
間
は
県
下
一
斉
徴
収
強

化
月
間
で
�
徳
島
県
と
県
内
市

町
村
は
�
連
携
し
て
徴
収
対
策

を
強
化
し
ま
す
�

　

皆
さ
ん
に
納
付
い
た
だ
い
て

い
る
町
税
は
�
住
み
よ
い
ま
ち

づ
く
り
を
支
え
る
貴
重
な
財
源

で
す
�
町
で
は
�
税
負
担
の
公

平
性
を
保
つ
た
め
に
�
何
の
事

情
も
な
く
未
納
に
な
�
て
い
る

方
に
対
し
�
滞
納
処
分
を
行
い

ま
す
�

　

町
税
を
滞
納
し
た
ま
ま
放
置

す
る
と
�
財
産
調
査
を
進
め
�

滞
納
整
理
機
構
へ
移
管
し
強
制

的
に
財
産
の
差
し
押
さ
え
を
行

う
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
�
納

期
限
内
に
納
付
さ
れ
ま
す
よ
う

お
願
い
し
ま
す
�

  

徳
島
滞
納
整
理
機
構
と
の連

携  

　

町
で
は
�
納
税
意
思
が
な
い

と
判
断
し
た
場
合
や
滞
納
額
が

高
額
な
場
合
な
ど
に
つ
い
て

﹁
徳
島
滞
納
整
理
機
構
﹂
に
移

管
し
�
徹
底
し
た
財
産
調
査
・

差
し
押
さ
え
を
行
�
て
い
ま
す
�

  

財
産
調
査
と
は
？

・
勤
務
先
へ
の
給
与
照
会

・
土
地
�
家
屋
�
自
動
車
の
所

有
状
況
調
査

・
金
融
機
関
で
の
預
貯
金
調
査

・
生
命
保
険
の
契
約
状
況
照
会

　

な
ど

  

差
押
処
分
と
は
？

　

土
地
�
家
屋
�
勤
務
先
か
ら

の
給
与
�
預
貯
金
や
自
動
車
�

生
命
保
険
の
解
約
返
戻
金
等
を

差
し
押
さ
え
し
ま
す
�
納
付
約

束
を
守
ら
な
い
方
で
悪
質
な
場

合
は
�
自
宅
を
捜
索
し
�
家
財

な
ど
の
差
し
押
さ
え
を
行
い
ま

す
�

　

差
し
押
さ
え
は
�
滞
納
者
の

意
思
に
か
か
わ
ら
ず
強
制
的
に

執
行
さ
れ
ま
す
�

  

納
税
相
談

　

失
業
・
事
業
の
経
営
不
振
�

病
気
や
家
庭
の
事
情
な
ど
�
い

ろ
い
ろ
な
問
題
で
�
納
期
限
ま

で
に
納
め
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
は
�
お
早
め
に
税
務
課
へ

相
談
し
て
く
だ
さ
い
�

 

お
支
払
い
は

便
利
な
口
座
振
替
で  

　

町
税
な
ど
の
納
付
に
は
�
口

座
振
替
が
便
利
で
す
�
口
座
振

替
の
場
合
�
各
町
税
な
ど
の
納

期
限
日
に
ご
指
定
の
口
座
か
ら

振
替
し
ま
す
�
郡
内
金
融
機
関

や
�
郵
便
局
に
て
お
手
続
き
く

だ
さ
い
�

税
務
課　
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税 務 課

２．三輪及び四輪の軽自動車については、平成27年４月1日以降に最初の新規登録を受けるも

のから税率が引き上げとなります。軽自動車税においてもグリーン化をすすめる観点から、

最初の新規登録から13年を経過した軽自動車は、表２の「車検証の初度検査年月から13年を

経過した車両」の税率が適用されます。平成28年度は、自動車検査証の初度検査年月が平成

14年以前の車両となります。

表２　四輪以上及び三輪の軽自動車

軽自動車
四
輪
以
上貨物用

乗　用
営業用

自家用

営業用

自家用

3 , 9 0 0円

6 , 9 0 0円

1 0 , 8 0 0円

3 , 8 0 0円

5 , 0 0 0円

4 , 6 0 0円

8 , 2 0 0円

1 2 , 9 0 0円

4 , 5 0 0円

6 , 0 0 0円

3 , 1 0 0円

5 , 5 0 0円

7 , 2 0 0円

3 , 0 0 0円

4 , 0 0 0円

三　　　輪

車　種　区　分
税　　率　（　年　　額　）

平成27年4月1日以降に
新規登録した車両

車検証の初度検査年月
から13年を経過した車両

平成27年3月31日以前に
新規登録した車両

３．平成27年度中に最初の新規登録を受けた三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃

費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、平成28年度に限り税率を軽減する特例措置

「軽自動車税のグリーン化特例」が適用されます。

表３　対象自動車と軽減率

四輪車等

乗　用

貨　物

表４　軽減率と税率

軽自動車
四
輪
以
上

乗　用

貨物用

営業用

自家用

営業用

自家用

3 , 9 0 0円

6 , 9 0 0円

1 0 , 8 0 0円

3 , 8 0 0円

5 , 0 0 0円

1 , 0 0 0円

1 , 8 0 0円

2 , 7 0 0円

1 , 0 0 0円

1 , 3 0 0円

2 , 0 0 0円

3 , 5 0 0円

5 , 4 0 0円

1 , 9 0 0円

2 , 5 0 0円

3 , 0 0 0円

5 , 2 0 0円

8 , 1 0 0円

2 , 9 0 0円

3 , 8 0 0円

三　　　輪

車　種　区　分
税　　率　（　年　　額　）

基 準 税 率
税率を概ね
75%軽減

税率を概ね
50%軽減

税率を概ね
25%軽減

対　　　　象　　　　車 内　　容

税率を概ね75%軽減

税率を概ね50%軽減

税率を概ね25%軽減

税率を概ね75%軽減

税率を概ね50%軽減

税率を概ね25%軽減

電気自動車、天然ガス軽自動車
（平成21年排出ガス10%低減)

平成17年排出ガス基準75%低減達成車（★★★★)
かつ平成32年度燃費基準+20%達成車

平成17年排出ガス基準75%低減達成車（★★★★)
かつ平成32年度燃費基準達成車

電気自動車、天然ガス軽自動車
（平成21年排出ガス10%低減)

平成17年排出ガス基準75%低減達成車（★★★★)
かつ平成27年度燃費基準+35%達成車

平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)
かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
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